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1． プロジェクトの背景と問題点           

1.1 プロジェクトの実施背景 
ルワンダ政府は、国家開発計画「第一次国家変革戦

略」（2017 年）に基づき、2024 年までに全国民に安

全な水を提供することを目標に挙げているが、稼働

している地方給水施設（管路給水施設）は 6 割弱で

あり、2022 年時点での地方部での基本的な飲料水供

給サービスへのアクセス率は 60％となっている

（WHO/UNICEF 2023 年）。同国の給水施設の稼働率

の低さは、維持管理体制の脆弱さに大きく起因して

いる。多くの給水事業体（Water Service Providers、以 

下「WSPs」）の技術能力が低く、さらに予算設定が維

持管理を考慮していないため、ポンプが一度故障す

ると、修理費用の不足や技術的な問題により修理で

きずに放置されるケースが多い。また、地方分権化政

策の下、WSPs への支援は郡が担当することになっ

ているが、郡には技術的・人的リソースが不足してい

る。この状況を踏まえ、2014 年にルワンダ政府は郡

から WSPs に対する支援を強化すべく、水衛生公社

（Water and Sanitation Corporation Ltd、以下「WASAC」）

に地方給水衛生サービス局（Department of Rural Water 
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and Sanitation Services、以下「RWSS」）を設立し、地

方給水に関する管轄を強化した。このように、維持管

理の改善に向けた体制の大枠は整ったが、WASAC 

RWSS や郡、施設維持管理の外部委託先である民間

事業者（Private Operator、以下「PO」）の組織間での

役割の整理や体制整備が出来ておらず、前述の技術

能力についても課題が残った。このため、独立行政法

人国際協力機構（JICA）は、給水率の低い東部県に

おいて、地方給水の実施体制強化を目的とした技術

協力プロジェクト「地方給水施設運営維持管理強化

プロジェクト」（RWASOM1）を 2015 年～2019 年に

実施した。同プロジェクトを通して、地方給水運営維

持管理に関する国家ガイドラインやマニュアル等が

整備されたが、同規定類の更新や活用、GIS（地理情

報システム）を用いた施設整備計画の策定、水質管理

等には依然として課題が残っている。また、同プロジ

ェクトでは湧水がスコープ外となっていた。湧水は

ルワンダ国の水源の 38.9%（NISR 2022 年）を占める

重要な水源であるものの、十分に管理がなされてい

ないために大腸菌が検出されるなどの水質汚濁が見

受けられ、結果として水因性疾患の拡大、子供の栄養

不良の要因となっている。従って、コミュニティ水源

の湧水も対象に含めた地方給水サービスの計画策定

および実施能力の一層の強化を図る必要がある。 

1.2 地方給水施設の運営維持管理に係わる主要課題 
ルワンダ国の地方給水運営維持管理に係わる現状

と課題を以下の通り整理した。 

 
(1) WASAC、郡および PO による給水施設運営維持管

理の体制が整備されていない 
RWASOM1 において地方給水施設運営維持管理の

フレームワークが整備され、水質モニタリングの手

順や各関係者の役割が明確化された。郡は施設所有

者であり、PO に委託して運営維持管理を実施してい

た。しかし、2023 年 10 月に公布された新たな国家

水・衛生政策（National Water and Sanitation Policy, 2023）

により、給水システムの維持管理の責任が郡から

WASAC へと移管された。これに伴い、PO との委託

契約の当事者も郡から WASAC に変更されたが、

WASAC はこれまで郡による委託契約を支援してき

たものの、自ら直接 PO と契約を締結・管理した経験

がなく、契約を適切に監理する組織や体制が十分に

整っていない状況である。また、PO に対する水質管

理の監督体制も不明確であり、水質データの提出や

フィードバックの仕組みが十分に機能していない。 

(2) 水質管理・監督体制が整備されていない 
第 1 期に実施した調査（2023 年 7 月）では、PO が

管理している東部県 5 郡において、全 107 施設のう

ち塩素消毒装置の設置率は 47％、そのうち稼働率は

84％、実際に消毒を行っているのは 76％にとどまっ

ていた。背景には、装置未設置の施設が多いことに加

え、故障、塩素の供給不足、担当者の知識・技術の不

足が考えられる。加えて、ルワンダ政府が定める水質

管理フレームワーク（Water Quality Management 

Framework、以下「WQMF」）に基づく 14 項目の水質

モニタリングも、多くの PO で実施されておらず、検

査機材や技術力の不足、また定期的な監督や指導体

制の欠如といった、制度・運用面の課題が確認され

た。 

 

(1) GIS データベースの更新・管理体制および給水施設情
報の共有体制が整備されていない 

RWASOM1 において、全国 27 郡の給水システム毎

の GIS データベース（施設の諸元、機材仕様、位置

データ等を含む）が整備され、また東部県 4 郡の給

水システム毎の資産台帳（O&M マニュアル）が作成

された。しかし、WASAC の郡支援エンジニア（郡に

技術支援を行う実務担当者）がデータ更新に必要な

作業時間や現場への移動手段を十分に確保できなか

ったこと、また資産台帳（O&M マニュアル）の作成

が紙ベースの聞き取り調査で行われ作業負担が大き

かったことから、プロジェクト終了後にこれらのデ

ータの更新が行われなかった。その結果、新たにに建

設された給水施設を含めて最新の施設情報が反映さ

れておらず、給水施設の更新・拡張計画の策定に十分

活用されていない状況である。 

課題１: 管路給水施設の運営維持管理体制が構築
されていない 

課題 2:管路給水施設情報（インベントリデータ、管路
マップ）が施設の更新・拡張に活用されていない。 
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また、東部県 7 郡においては、給水システムの稼

働状況や故障の有無が定期的にモニタリングされて

おらず、運営の実態がデータとして十分に記録・共有

されていない。このため、各施設の稼働状況や故障状

況を正確に把握することが難しく、適切な修繕や施

設更新に向けた判断材料の不足が課題である。 

(2) 給水施設の更新・拡張の計画策定に対して GIS デー
タベースが十分に活用されていない 

農村部では、多くの学校、保健施設、幼児教育（ECD）

センター、地方自治体事務所等の公共施設が未給水

となっているため、清潔な水を利用することができ

ず、水因性疾患の蔓延、乳幼児の栄養不良や発育阻害

などの一因となっている。こうした課題に対応する

ためには、公共施設への給水システムの拡張・更新を

計画的に進めることが必要である。しかし、関係者の

計画策定能力が不足しているため、給水計画策定の

際に「基礎データを収集・分析して計画を立案する」

というプロセスの重要性や必要性について十分に認

識されていないのが実情である。このため、多くの場

合、対象施設の位置や給水人口、戸別接続状況などの

基礎データが十分に収集・更新されず、過去の経験則

や簡易な現場判断に基づく場当たり的な計画策定や

対応が行われている。その結果として、GIS データベ

ースを用いた体系的かつ効果的な給水施設の拡張・

更新計画の策定が進んでいない状況である。 

 
(1) 湧水の水源保護と安全な水利用方法がコミュニティに

おいて確立されていない 
ルワンダの農村部において、管路系給水施設の利

用率は依然として低く、全体の 38.0%である (NISR 

2022)。非管路系給水施設の利用が主流であり、特に

湧水の利用率が 49.0%と圧倒的に高く、湧水は住民

にとって非常に重要な飲料水源であることが分かる

（NISR 2022 年）。しかし、湧水は通常谷あいに位置

するため、雨季の土砂流出や濁水の混入、家畜の糞尿

などによる汚染のリスクが高く、健康への影響が懸

念される。そのため、水源保護活動の強化や住民の衛

生意識の向上と行動変容が不可欠であるが、ベース

ライン調査の結果、水処理を行わない世帯が半数以

上（63.4％）を占めていた。また、汚染リスクのある

周辺環境を持つ湧水が全体の 8 割を超えており、適

切な水源保護や水利用がなされていないことが確認

された。 

(2) ハンドポンプ井戸の維持管理体制が確立されていない 
ベースライン調査の結果、対象地域のハンドポン

プ井戸の稼働率は 42.7％と低い水準にとどまってい

る。その主な要因として、運営維持管理の体制が十分

に機能していないことが挙げられる。背景としてま

ず農村部におけるハンドポンプ井戸の利用率が

3.4％（NISR 2022 年）に留まり、市場規模が小さい

ため、維持管理に必要な資金や専門技術者の確保が

困難なことが挙げられる。しかしながら、ベースライ

ン調査にて、ハンドポンプ井戸は対象県 7 郡に 811

基が確認され、管路給水が未整備、かつ湧水の利用が

限られる地域においては、安全かつ貴重な水源とし

て、今なお住民の生活に不可欠である。このような状

況下で、地方自治体は限られた予算・人材・資機材で

ハンドポンプ井戸を維持管理することが求められて

いる。第 2 期実施中（2023 年 10 月）には、新たな国

家水・衛生政策が発表され、ハンドポンプ井戸の維持

管理責任が地方自治体（郡）から WASAC に移行し

た。しかしながら、新政策下ではハンドポンプ井戸で

はなく管路型給水を優先的に整備する方針がより明

確に打ち出され、WASAC 内でのハンドポンプ井戸の

管理担当部署や職務規定、予算配分などが整ってい

ない。そのため、WASAC による維持管理体制の具体

的な仕組みづくりが課題となっている。 

2． 問題解決のためのアプローチ                    

2.1 プロジェクトの実施アプローチ 
（1）プロジェクト概要 

2021 年 11 月より開始した本プロジェクトは、

RWASOM Phase 2, Amazi meza, ubuzima Bwiza (The 

Project for Rural Water Supply Services and Infrastructure 

Management Development in Rwanda) と称して、事業

関係者をはじめ他援助組織、裨益者等に徐々に認知

されてきている。“Amazi meza, ubuzima Bwiza”はキ

ニャルワンダ語でプロジェクトのスローガンを表し

課題 3: ポイント給水施設の運営維持管理の枠組み
が確立されていない。 
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ている。「清潔な水、健康な生活（Clean water, healthy 

life）」という意味であり、住民が清潔な水で健康的な

生活を実現することを目指している。 

本プロジェクトでは、地方給水サービスにかかる

計画策定・実施能力が強化されることをプロジェク

ト目標としており、そのプロジェクト目標を達成す

るために、図 1 に示す 3つの成果が掲げられている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 1：本プロジェクトの枠組み 

本プロジェクトの協力期間は 2021 年 11 月から

2026 年 10 月までで、3 期構成となっている。それぞ

れの期間は以下のとおりである。 

第 1 期：2021 年 11 月～2023 年 9 月 

第 2 期：2024 年 1 月～2025 年 5 月 

第 3 期：2025 年 6 月～2026 年 10 月 

（2） プロジェクトの実施体制 
本プロジェクトは、主管官庁であるインフラスト

ラクチャー省（Ministry of Infrastructure、以下

「MININFRA」）のもと、WASAC の RWSS を実施

機関としていた。しかし、2023 年 9 月に大規模な組

織再編が実施され、WASAC は WASAC Group Ltd
を筆頭に、運営・維持管理を担う WASAC Utility Ltd
および施設建設を担う WASAC Development Ltd の

3 社に分割された。これに伴い、都市給水と地方給水

が統合された結果、従来の RWSS は廃止され、地方

給水に係る多くの職員が異動・退職となった。組織再

編後、本プロジェクトマネージャーは Commercial 
Service 局長に変更され、各成果の活動内容に応じて、

WASAC Utility および WASAC Development から

カウンターパート（以下「C/P」）メンバーが選任さ

れた（図 2、図 3 参照）。 

 本プロジェクトでは、四半期ごとにプロジェクト

実施委員会（Project Implementation Committee、
以下「PIC」）を開催し、実施中に生じる技術的な課

題について郡や C/P、他関係機関と協議を行いなが

ら、プロジェクトの円滑な実施に努めている。また、

年に 1、2 度の頻度で実施されるステアリングコミッ

ティ（Steering Committee、以下「SC」）では、WASAC 
Utility Ltd の最高経営責任者が議長を務め、関係省

庁機関やプロジェクト関係組織と供に、プロジェク

トの進捗状況、成果の達成状況を検証し、さらに、プ

ロジェクトの実施にかかる重要な課題の協議ならび

に合意形成を行っている。 

2.2 問題解決のアプローチ 
第 1 期及び第 2 期の活動を通して特定された課題

に対し、以下のアプローチにて活動を実施中である。 

 

(1) 管路給水施設の新たな運営管理体制の構築支援  
2023 年 10 月公布の国家水・衛生政策により、管路

給水施設の維持管理責任が従来の郡から WASAC に

移管され、PO との委託契約も WASAC が当事者とな

ることが定められた。しかし、WASAC はこれまで郡

 

図 2：WASAC Utility 組織図（C/P 担当部署に限定） 

 
図 3：WASAC Development 組織図（C/P 担当部署に限定） 

方策１: 管路給水施設の運営維持管理体制を構築
する 

【上位目標】 
WASAC および国内全郡の地方給水サービスにかかる計画策
定・実施能力が強化される 

【プロジェクト目標】 
WASAC および対象郡の地方給水サービスにかかる計画策定・
実施能力が強化される 
 

【成果 3】 
コミュニティが利用する
水源について、郡や
水利用委員会等の
関係者の水源管理
能力が強化される 

【成果 2】 
給水施設の拡張
及び更新につい
て、WASAC,郡
の計画策定能力
が強化される 

【成果 1】 
地方給水施設の
運営維持管理に
ついて、WASAC,
郡,PO の能力が
強化される 
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を支援する立場で運営を担ってきたため、PO との直

接契約の監理体制や関連する実務経験がない。この

状況を踏まえ、WASAC が新たな役割を円滑に遂行

できるよう、契約締結から監理に至る一連の手順を

明確化し、組織内の契約管理体制を構築・強化する支

援を進める必要がある。 

(2) PO の水質管理能力向上と監督体制の強化 
PO が水質管理を適切に実施できるよう、残留塩素

濃度測定器や大腸菌検査キット、水質検査機材（pH/

電気伝導度計、濁度計、吸光光度計）等の必要な機材

を選定・貸与する。加えて、これらの機材の使用方法

や水質管理に関する基礎理論について、ワークショ

ップ形式による技術研修を実施する。さらに、PO か

らの水質データを定期的に収集し、WASAC が分析・

フィードバックを行えるよう、報告様式の標準化と

監督体制の整備を進める。 

 
(1) GIS データベースの更新・管理体制および給水施設稼

働情報共有体制の整備 
RWASOM1 で作成した給水システム別の資産台帳

（O&M マニュアル）を GIS データベース化し、施設

位置、建設年、耐用年数等の維持管理に必要な情報を

効率的に更新・共有できるシステムを構築する。給水

施設データの収集にあたっては、位置情報と施設情

報をスマートフォンやタブレット端末を活用して取

得し、取得した情報を現地で即座に GIS データベー

スへ反映する仕組みを導入する。この仕組みを円滑

に運用するための研修を実施し、担当者が効率的か

つ正確に GIS データベースを更新・管理できる体制

を整備する。 

また、東部県 7 郡において、給水システムの稼働

状況を週次で関係者にメール配信し、情報共有を促

進する体制を導入する。これにより、給水停止期間 

（ダウンタイム）を最少化するための給水施設ト

ラブルへの迅速な対応を支援するとともに、適切な

修繕や施設更新に向けた判断材料を蓄積する。収集

されたデータは、各施設の稼働実態と修繕ニーズを

明確に把握するための基礎情報として整理され、施

設更新計画の精度向上に活用される。 

(2) 給水施設の更新・拡張計画の策定に向けた GIS デー
タベースの活用 

農村部の公共施設における給水システムの拡張計

画を策定するため、まず学校・保健施設・幼児教育

（ECD）センターなどの公共施設を対象にマッピン

グ調査を実施する。調査では、各施設の位置情報、戸

別接続状況、給水対象人口などの基礎データを収集

し、公共施設の GIS データベースを構築する。 

第 2 期では、C/P 組織再編に伴って新任担当者向

けに給水拡張計画の策定に係る実践的な研修を再実

施する。あわせて、東部県 7 郡を対象に、GIS データ

を活用した給水拡張計画の策定を推進するためのワ

ークショップを開催し、計画策定能力の向上を図る。 

さらに、PO 委託下の給水施設を中心にアセットア

セスメントを実施し、更新・拡張の緊急度を評価す

る。これに基づき、優先順位を明確にした 3 か年施

設更新計画を策定・予算化し、計画の着実な実施に向

けた体制整備を支援する。 

 
(1) 湧水の水源保護と安全な水利用方法の確立 
東部県 7 郡において、「コミュニティ啓発チーム

（Community Mobilization Team、以下「CMT」）」を

編成し、住民と連携した湧水の水源保護活動を推進

するための体制を整える。まずパイロットセクター

において、湧水水源の現状や課題を明確にするため

のベースライン調査を実施する。この調査結果に基

づき、CMT と連携して「コミュニティ水安全計画

（Community Water Safety Plan、以下「CWSP」）」を

導入する。CWSP は、安全な水を利用するために、水

源の保護を含め、取水、運搬、世帯での利用に至る全

ての過程で水の汚染リスクを住民自身が特定し、具

体的な対応を示す行動計画である。策定後は CMT と

地域住民が共同で CWSP の実施状況を定期的にモニ

タリングし、必要に応じて改善を図っていく。さら

に、水源保護が必要なパイロットサイトにおいては、

湧水水源の保護工事を実施し、取水施設の整備や水

質改善にも取り組む。 

方策 2: GIS データベースを活用して管路給水施設を
更新・拡張する。  

方策 3: ポイント給水施設の運営維持管理の枠組み
を確立する。 
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(2) ハンドポンプ井戸の運営維持管理体制の再構築 
第 1 期では、各郡に設置された CMT が中心とな

り、地方自治体と地域住民が主体となるハンドポン

プ井戸の維持管理体制を検討していた。しかし、2023

年 10 月に新たな国家水・衛生政策が公布され、ハン

ドポンプ井戸の維持管理責任は地方自治体（郡）では

なく、WASAC が担うこととなった。このため、従来

検討してきた地方自治体主導のモデルでは新政策と

の整合性が取れなくなり、新たな維持管理体制の在

り方を再定義することが必要となった。この政策変

更を受け、地方自治体を中心とした維持管理体制の

構築を中断し、WASAC主導型の体制整備に向けて、

成果目標や活動内容を再設定・再構築する。 

3． アプローチの実施結果                     

 
(1) WASAC および郡による、PO への施設運営維持管理

の監督体制の整備 
 第 2 期では、組織再編によって水質管理の担当部署

が WASAC の水質ラボラトリへと変更された。これ

を受け、WASAC 水質ラボ所長との協議を重ね、各郡

の PO を適切に監督するための新しい管理体制を構

築した。各郡の WASAC の支店と近隣の浄水場

（Water Treatment Plant：WTP）が連携し、PO を

監督・支援する仕組みを整えた（図 4 参照）。 

この方針は、ラボ所長、東部県 7 郡の WASAC 支

店長および各浄水場のマネージャー間で合意された。

また、PO が収集した水質データについては、まず管

轄する WASAC 支店および連携する近隣の浄水場に

報告される。その後、浄水場がデータ内容を確認し、

PO に対して必要なフィードバックを行う体制を整

備した。 

(2) PO の水質管理能力向上と監督体制の強化 
PO の水質管理能力強化を目的として、C/P と共に

必要な水質検査機材を選定し、2025 年 3 月に調達を

完了した。導入した新しい機材を活用し、各郡の PO

職員、監督する浄水場スタッフ、郡の水・衛生担当オ

フィサー（WATSAN オフィサー）を対象にした研修

を実施した。研修では、水質管理の基礎知識に加え、

政策変更と新体制下での監督方法の変更、残留塩素

濃度の測定・調整方法、水質検査機材（pH/電気伝導

度計、濁度計、吸光光度計）の使用方法について、理

論と実技の両面から指導を行った。また、WASAC ラ

ボスタッフに対しても、水質管理フレームワークで

定められた最低限の 14 項目に関する研修を実施し、

さらに有機物測定をテーマとした追加研修を行い、

受講者の検査精度や理解度の向上が確認された。 

さらに、課題解決に役立つ新技術を導入すること

を目的に、官民連携による技術デモンストレーショ

ンイベントを WASAC 本部で開催した。イベントで

は、EBARA Pumps East Africa（ポンプおよびソーラ

ー灌漑施設のリース事業。日本企業である株式会社

荏原製作所の支店）、ECOMEM Co Ltd.（日本企業で

ある株式会社 LIXIL の開発途上国向け製品である

SATO トイレとタップを扱う現地企業）、SPOUTS of 

Water Rwanda（セラミック浄水器を扱う現地の社会

的企業）、Sunda Technology Global（プリペイド式井

戸料金回収システムを展開している元海外協力隊員

が起業したスタートアップ企業）の 4 社が製品や技

術の紹介を行い、技術導入に向けた検討の機会とな

った。 

(1) GIS データベースの更新にかかる給水施設情報の収集
と情報共有体制の構築   
 PO が管理している東部県 5 郡の給水施設におい

 
図 4：WASAC による PO の水質データ管理体制図案 

結果１: 地方給水施設運営維持管理の監督体制を
整備し、水質管理能力向上のための研修を実施した。 

結果 2: 管路給水施設の更新・拡張に必要な GIS デ
ータを収集し、データの活用方法を指導した。 
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て、資産台帳（O&M マニュアル）や GIS データベー

スの作成に必要なデータを収集した。これらを GIS

上で管理・更新できる体制を構築する。収集項目は以

下表 1 のとおり。 

表 1: GIS データベース化のための収集項目 

収集項目 
施設位置情報（X, Y）、理論上の技術耐用年数、実際の耐

用年数、帳簿価格（薄価）、想定更新予想コスト（RWF）、

対応優先度、必要措置までの残存年数、建設年、更新年 

施設データの収集においては、東部県 5 郡の PO エ

ンジニアおよび水・衛生担当オフィサーを対象にオ

ープンソースの GIS ソフトウェア（QGIS）およびモ

バイル端末向け GIS アプリケーション（QField）を活

用したマッピング研修を実施した。スマートフォン・

タブレット端末上に調査票フォーマットデータをコ

ピー＆ペーストし、現地で取得したデータをその場

で GIS データベースに反映できるシステムを導入し

た。紙の調査票に手書きで記載した内容を改めてパ

ソコンに入力する手間が省けるとともに、転記ミス

を防ぐことができるため、調査の省力化と精度の向

上を図ることが可能となった（図 5 参照）。 

また、東部県 7 郡において、給水システムの稼働

状況を週次で関係者にメール配信する体制を開始し

た。地方給水システムのアセスメントの一環として、

各施設の稼働状況や重大な故障情報を定期的に把

握・蓄積し、ポンプ故障や施設停止といった重要情報

をもとに、優先的に対処すべき施設を的確に特定す

ることを目的としている。また、定期的な情報共有に

より、ステークホルダー間のコミュニケーションが

活性化し、施設運営状況の把握・評価精度が向上する

効果も期待されるとともに、優先的に対応すべき施

設に関する共通認識の形成にもつながっている。今

後も本取り組みを継続し、こうした情報共有の仕組

みをさらに定着・強化させることで、関係者の意識向

上と迅速な対応体制の強化を併せて推進していく。

 
図 6：給水システム稼働状況モニタリング結果レポートの

一例 

(2) 給水施設の更新・拡張計画に向けた研修の実施 

第 2 期では、C/P 組織再編に伴い、東部県 7 郡の

WASAC 支店エンジニア、PO および水・衛生担当オ

フィサーを対象に給水計画策定に係る研修を実施し、

能力を向上させた。また、各郡で具体的な給水拡張計

画を策定するため、GIS データを活用した管路モデ 

リングや水理計算、概略事業費の算定などをテーマ

にしたワークショップを開催した。加えて、今後の当

該活動を効果的に進めるため、写真 1 に例示するル

ワマガナ郡の給水施設の管網モデルの作成を通じて、

トレーナー養成研修を実施し、同郡内の全９箇所の

給水施設の管網モデルを作成した。 

さらに、PO が管理する給水施設に対してアセット

アセスメントを実施し、給水施設ごとの施設更新リ

ストを作成した。このリストに基づき、更新・拡張に

係る概算費用を算定するとともに、更新の優先順位

  
図 5：施設データ収集用の調査票入力画面 

 

写真 1：管網モデル/水理計算の一例（ルワマガナ郡） 
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を明確化し、各郡の施設更新リストとして整理した。

これらの結果を踏まえ、3 年間にわたる施設更新計画

を策定した。 

 

(1) コミュニティ主体による湧水の安全な水利用および湧水
水源の保護体制の構築 

第 1 期には、郡庁職員との協議を経て、各分野（セ

クター）を横断した CMT を編成した。郡ごとに異な

るものの、主に表 2 のメンバーで構成されている。 
表 2: CMT の主なメンバー構成  

郡 

レベル 

インフラ局／ワンストップセンター職員、水・衛生担当職

員、保健局職員、教育局職員、グッドガバナンス局職員 

セクター

レベル 

セクター長、土地利用管理担当官、保健・衛生担当官、

福祉担当官、教育担当官、グッドガバナンス担当官、事

業開発・投資・雇用担当官、コミュニティヘルスワーカー代

表者、環境衛生担当官 

第 2 期では「CWSP 導入のための実践的なガイドラ

イン（フィールド・ガイド）」の英語版およびキニャ

ルワンダ語版を作成し、CWSP の策定に向けた住民

参加型ワークショップを実施した。このワークショ

ップは湧水水源保護のモデル工事が開始された郡か

ら順次実施し、現在までに 5 郡・計 15 サイトで完了

している。さらに、本ガイドラインの効果的な活用方

法を指導するため、CMT を対象に「CWSP 導入のた

めのファシリテーター養成研修（ Training of 

Facilitators」を開始し、CWSP ワークショップを自立

的に実施できる体制の整備を進めている（表3参照）。 

表 3: CWSP 行動計画の一例（キレヘ郡）

 

また、パイロットサイトにおいて湧水水源保護の

モデル工事を実施しており、計画した全 20 サイトの

うち 15 サイトで工事を完了した。具体的な保護対策

として、湧水水源を広範囲で囲む柵を設置し、人や家

畜の侵入を防止するとともに、柵の周囲に排水溝を

設け、雨水が水源に流入しないよう対策を行ってい

る。施設完成後は、地域住民を対象とした維持管理研

修を実施し、住民が持続的に水源保全活動できるよ

う支援している。さらに、水源保護工事の効果を検証

するため、工事完了後に水質検査を実施し、2022 年

に行ったベースライン調査時の水質データと比較し

た。工事後、多くの湧水サイトで大腸菌や大腸菌群が

大幅に減少または非検出となり、飲料水の安全性が

向上した。その他、フッ化物の減少や湧水量の増減、

一部サイトでの一時的な濁度等の増加も確認された。

濁度の増加は、検査前の降雨の影響と考えられる。今

後はプロジェクト期間を通じて、乾季と雨季の年 2

回、水質モニタリングを継続的に実施し、水源保護活

動の効果を確認する（写真 2、写真 3 参照）。 

 

 
写真 2：湧水水源保護のモデル工事前（カヨンザ郡） 

 
写真 3：湧水水源保護のモデル工事後（カヨンザ郡） 

 

 

 

 

結果 3: ポイント給水施設において安全な水利用の体
制を整備し、住民意識の向上を図った。 
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また、ルワンダでは、多くの世帯が湧水を「ジェ

リカン」と呼ばれる容器で汲み取り運搬している

が、これらのジェリカン容器内の衛生状態が十分に

保たれていないという課題がある。ベースライン調

査では、ほぼ全ての世帯（99.8%）がジェリカンを

使用している一方、水を汲む前に容器を頻繁に洗浄

している世帯は約半数（48.1%）にとどまってい

た。この状況を踏まえ、ジェリカン内部の汚れを光

学的・微生物学的・化学的な観点から評価し、適切

な洗浄方法を検討するための調査を実施した。ジェ

リカン洗浄調査用に収集した汚れたジェリカンの外

観と内部の状態を写真 4 に示す。 

調査の目的は、①ジェリカン内部の汚れの程度と

微生物汚染（大腸菌・大腸菌群・一般生菌）との関

係を明らかにすること、②複数の洗浄方法を試行

し、微生物低減効果を検証することである。 

調査の結果、ジェリカン内部の汚れ（目に見える

汚れおよび有機物など目に見えない汚れ）と微生物

汚染との明確な関係性は認められなかった。特に、

目に見える汚れと微生物の関係が明らかであれば、

「この程度までジェリカンをきれいにすれば安全」

という具体的な啓発が可能になると想定していた

が、本調査ではそのような結果は得られなかった。

一方、ジェリカンの洗浄自体は、大腸菌および大腸

菌群を有効に低減できることが確認された。ただ

し、洗浄材料の違いによる効果の差異は明確でなか

った。この知見は、今後地域住民への衛生啓発活動

に役立てることが可能である。 

 

(2) ハンドポンプ井戸維持管理体制の再構築 
第 2 期では、2023 年 10 月に公布された新たな国

家水・衛生政策を受け、ハンドポンプ井戸の維持管理

責任が WASAC に移行したことに対応する活動を進

めた。しかし現時点では、WASAC 内で維持管理を担

当する部署や明確な役割分担、戦略方針が整備され

ていない状況である。一方、東部県 7 郡では他の開

発パートナー（ドナー機関、現地・国際 NGO、カー

ボンクレジットを活用する社会貢献企業など）がハ

ンドポンプ井戸の維持管理改善に関する活動を活発

に展開している。特に、一部の郡では多くの井戸がこ

れら開発パートナーの支援を受けていることから、

今後 WASAC 主導で維持管理体制を整備するにあた

り、これら開発パートナーとの協力体制が不可欠と

なっている。こうした状況を踏まえ、本プロジェクト

では、7 郡で活動する開発パートナーのこれまでの活

動実績や今後の事業計画を把握し、WASAC とパート

ナー間の具体的な協力方法について検討し、その結

果を基に、効果的な協力体制の構築に向けた提言を

まとめる。この方針について WASAC と合意すると

ともに、対象地域で活動する NGO との協議・調整を

開始している。 

4．プロジェクト実施上の工夫・教訓              

(1) 管路給水施設の稼働状況に関する週報の発行 
東部県 7 郡において、管路給水施設の稼働状況を

タイムリーに把握・共有するため、PO、水・衛生担

当オフィサー、WASAC 支店への聞き取りを基に週

次報告書を作成し、関係者間で共有する仕組みを導

入した。報告書では、PO 管理、WASAC 直営、他ド

ナー・コミュニティ運営の各給水施設を対象とし、

フル稼働・部分稼働・停止の 3 分類で稼働状況を明

確に整理している。さらに、緊急対応が必要なポン

プ故障については、配信メールにより即時通知し、

迅速な修繕対応を促している。これにより、タイム

リーで詳細な情報が関係者に提供され、現場の迅速

な対応と問題解決が促進された。以上の工夫は、従

来の PO 月報では得られなかった即時性と網羅性を

実現し、関係者から高い評価を得ている。 

 

 
写真 4：ジェリカン洗浄調査用に収集した汚れたジェリカ

ンの外観と内部 
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(2) 給水施設情報の効率的な管理・更新体制の構築 
 RWASOM1 では東部県の 4 郡において資産台帳

（O&M マニュアル）を整備したが、プロジェクト

終了後は情報が更新されず、有効に活用されないと

いう課題があった。その原因は、給水システムが多

数存在するにもかかわらず、各郡に配置された

WASAC の郡支援エンジニアが 1 名のみと少なく、

さらに資産台帳（O&M マニュアル）の作成が聞き

取り調査に基づく紙ベースの手作業であったため作

業負担が非常に大きかったことにある。また、現場

への移動手段や作業時間の確保ができなかったこと

も重なり、日常業務の中で継続的な更新が困難であ

った。この教訓を踏まえ、RWASOM2 では現場に常

駐する PO が日常業務の中で簡単に情報更新できる

仕組みの導入を進めている。具体的には、GIS ソフ

トをインストールしたスマートフォンやタブレット

を用いて調査票を電子化し、施設の位置情報や仕

様、建設年等のデータを現地で即座に入力・更新で

きるシステムを整備している。さらに、GIS データ

ベースと資産台帳（O&M マニュアル）を連携さ

せ、PO が入力した情報をもとに簿価、残存期間な

どが自動で計算され、資産台帳（O&M マニュア

ル）としてレポートが生成される仕組みの構築に取

り組んでいる。これにより、手作業による計算や転

記作業が不要となり、容易かつ正確に資産台帳

（O&M マニュアル）を更新できる。また、WASAC

や郡の関係者も最新の施設情報を常に把握できるこ

とで、施設更新計画・給水拡張計画の策定や迅速な

意思決定に貢献することが期待される。 

(3) 住民主体の啓発体制強化 
コミュニティ啓発活動では、コミュニティ・ヘル

スワーカー代表者やヘルスセンター配属の環境衛生

担当官を参加型ファシリテーターとして活用してい

る。彼らは、地域の実情や衛生上の課題を理解して

いるため、実効性のある行動計画の策定や、グルー

プワークでのリスク要因の抽出、意見整理において

専門的知見を提供し、議論の円滑な進行を支援する

役割を担っている。また、第 2 期では、これらの現

場担当者を正式に CMT の一員として研修に参加さ

せ、啓発活動全体の実施体制を強化した。さらに、

村長や地域住民が自発的に集まる場として、既存の

住民会議「Inteko」を活用している。「Inteko」と

は、ルワンダに根付く伝統的な住民会議であり、地

域の課題や改善策を話し合う場である。プロジェク

ト側が特別に招集することなく、村長や地域住民が

自発的に集まる場で、湧水維持管理メンバーの選定

や活動内容の共有を行っている。これらの取り組み

により啓発活動が外部ドナー主導であるという印象

を軽減し、住民が主体となる地域活動として定着

し、オーナーシップの醸成に大きな効果をもたらし

ている（写真 5 参照）。 

 

(4) 海外協力隊（JOCV）水の防衛隊との連携 
JICA は、2008 年に開催された第 4 回アフリカ開発

会議（TICAD IV）を契機に、水・衛生分野の活動を

行う海外協力隊員を「水の防衛隊」としてアフリカに

数多く派遣しており、ルワンダにも派遣されている。

この JOCV 水の防衛隊員との連携を強化するため、

JICA ルワンダ事務所の企画調査員と密接に協力し、

JOCV の活動エリアがプロジェクトの対象地域と可

能な限り重なるよう調整している。その結果、活動場

所が近接し、双方が連携しやすい環境が整備された。

また、水の防衛隊員がプロジェクトの資料や活動ス

ケジュールに容易にアクセスできる仕組みを構築し、

情報共有の負担を軽減した。さらに研修やワークシ

ョップへの参加に加えて、郡庁職員との話し合いな

ど、コミュニティ介入の初期段階から連携してもら

うことで、活動内容の理解が促進されている。加え

写真 5：住民集会（Inteko）を活用した地域住民集まりの様子 
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て、水の防衛隊が参加する分科会では、各隊員が自身

の活動状況を発表するとともに、日本人専門家との

具体的な連携案を検討する場を設け、連携体制のさ

らなる強化を図っている（写真 6 参照）。 

 

（プロジェクト実施期間：2021/11/1～2026/10/30） 
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写真 6： JOCV 水の防衛隊員が CWSP 導入のための研修

のグループワークに参加している様子 


